
新成人の皆さん、忘れずに国民年金の加入手続きを！
問合先：市民生活課　年金・医療担当

大月年金事務所☎（22）3811市が使用する封筒に広告を掲載しませんか？ 問合先：税務課・市民生活課
　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障

だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が
で
重

い
障
害
が
残
っ
た
り
し
た
と
き
な
ど

に
も
年
金
を
支
給
し
、
思
い
が
け
な

い
人
生
の「
万
が
一
」も
サ
ポ
ー
ト
す

る
公
的
年
金
制
度
で
、
国
が
責
任
を

も
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

◇
義
務
と
権
利

　

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
は
、
国

民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
付

す
る
義
務
が
あ
り
、
年
金
を
受
け
取

る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

◇
加
入
の
手
続
き

　

学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
第
一
号

被
保
険
者
と
な
る
方
は
、
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
役
場
で
直
接
、
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
二

号
被
保
険
者
の
方
、
そ
の
第
二
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の
第

三
号
被
保
険
者
の
方
は
、
勤
務
先
の

事
業
所
が
加
入
手
続
き
を
行
い
ま
す

の
で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

◇
保
険
料
の
猶
予
・
免
除

　

学
生
で
あ
る
な
ど
、
収
入
が
少
な

い
た
め
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
で
き
な
い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・
免
除
と
な

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
申
請
を

都留市立病院では臨床工学技士を募集します。
問合先：都留市立病院事務局庶務担当

☎（45）1811【内線206】

行
わ
な
い
ま
ま
、
国
民
年
金
保
険
料

が
未
納
に
な
っ
て
い
る
と
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
や
、
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障

害
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
障

害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
な
ど
を
防
止
す
る
た

め
の
制
度
で
す
。

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」は
、
所
得

が
な
い
学
生
の
方
の
ご
本
人
の
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す
。
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
め
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

方
の
た
め
に
、「
保
険
料
免
除
制
度
」

や「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り

ま
す
。
申
請
手
続
き
な
ど
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高額医療・高額介護合算制度

問合先：国民健康保険の方→年金・医療担当
　　　　後期高齢者医療制度の方→年金・医療担当
　　　　被用者保険の方→お勤め先

　

医
療
や
介
護
に
支
払
っ
た
金
額
が

そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
額
を
超
え
た

と
き
、
超
え
た
分
の
額
が
支
給
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す（
医
療
で
は「
高

額
療
養
費
」、
介
護
で
は「
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
」）。

　

さ
ら
に
平
成
20
年
４
月
か
ら
、
そ

の
自
己
負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で

「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
」

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
年
間（
毎

年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
）の
医

療
保
険
上
の
世
帯
の
自
己
負
担
額
が

国民健康保険 +
介護保険

（70 歳未満含む）

国民健康保険 +
介護保険

（70 歳～ 74 歳）

後期高齢者 +
介護保険

被用者保険 +
介護保険

現役並み所得者
（上位所得者）

１２６万円
（１６８万円）

６７万円
（８９万円）

６７万円

お勤め先に
お問合せく

ださい

一般
６７万円

（８９万円）
５６万円

（７５万円）
５６万円

低所得者

Ⅱ

３４万円
（３４万円）

３１万円
（４１万円）

３１万円

Ⅰ
１９万円

（２５万円）
１９万円

　

税
務
課
、
市
民
生
活
課
で
平
成
24

年
度
に
使
用
す
る
封
筒
の
裏
面
に
掲

載
す
る
、
市
内
の
事
業
者
な
ど
の
広

告
を
募
集
し
ま
す
。
広
告
掲
載
を
ご

希
望
の
場
合
は
、
次
の
要
領
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

税務課 市民生活課

封筒の使用目的
市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民
健康保険税、介護保険料などの納付書発送
用封筒として使用します。

市民生活課に置き、住民票や印鑑証明書な
どを入れる封筒として使用します。

封筒の規格 窓あき封筒（12 ｃｍ×22 ｃｍ） 長形3 号封筒（12 ｃｍ×23.3 ｃｍ）
広告掲載位置 封筒の裏面

広告規格 1 枠の大きさは、縦４ｃｍ×横10 ｃｍです。

広告募集枠数

 3 枠
（例）

 4 枠
（例）

広告掲載料 1 枠　48,000 円 1 枠　20,000 円
封筒印刷枚数 48,000 枚 20,000 枚
広告掲載期間 封筒の使用が終了するまで（約1 年間）

申込方法

「都留市広告掲載申込書」にご記入のうえ、
掲載しようとする広告の原稿を添えて、税
務課まで申し込みください。申込書は税務
課にあります。市ホームページからもダウ
ンロードできます。

「都留市広告掲載申込書」にご記入のうえ、
掲載しようとする広告の原稿を添えて、市
民生活課まで申し込みください。申込書は
市民生活課にあります。市ホームページか
らもダウンロードできます。

申込締切 １月27 日（金）
広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

　

都
留
市
立
病
院
で
は
、
臨
床
工
学

技
士
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数（
１
名
）

　

昭
和
56
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
、
平
成
24
年
3
月
卒
業
見

込
み
の
方（
臨
床
工
学
技
士
免
許
取

得
見
込
み
の
方
）ま
た
は
、
既
に
臨

床
工
学
技
士
免
許
を
有
す
る
方
。

応
募
期
間

　

平
成
24
年
１
月
4
日（
水
）か
ら
平

成
24
年
１
月
31
日（
火
）ま
で
に
提
出

書
類
を
都
留
市
立
病
院
事
務
局
庶

務
担
当
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
郵
送
可
）

■世帯の年間での自己負担限度額（平成22年8月1日～平成23年7月31日）

左
記
の
基
準
額
を
超
え
た
場
合
、
申

請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
後
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

※
申
請
の
対
象
と
な
る
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
、
後
期
高
齢
者
医
療
受

給
者
の
方
に
は
１
月
中
に
お
知
ら
せ

す
る
予
定
で
す
。

提
出
書
類

　

身
上
書
付
履
歴
書
、
臨
床
工
学
技

師
免
許
証
の
写
し（
有
資
格
者
）、
卒

業
見
込
証
明
書（
平
成
24
年
3
月
卒

業
見
込
者
）

試
験
日

　

平
成
24
年
２
月
下
旬
を
予
定
。

（
応
募
者
に
は
追
っ
て
通
知
し
ま

す
。）

試
験
の
方
法

　

筆
記
試
験
及
び
面
接
試
験

採
用
予
定
日

　

平
成
24
年
４
月
1
日
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